
婚姻重視の社会が排除する「家族」
　冒頭の事例に登場する佐藤さん
とパートナーは、交際10年目に
「結婚式」を挙げた同性カップルで
す。私の友人でもありました。法
律上の家族であることが証明でき
ない、いわゆる事実婚（内縁を含
む）の場合、病状説明が受けられ
ない、（本人にかわって）手術など
同意書へのサインができない、立
ち会いや面会ができない、万が一
の時に遺体を引き取れない、と
いったことがあります。自分自身
がパートナーでありながら、「戸
籍上のご家族に連絡を取ってくだ
さい」と言われてしまうことが、
実際にあるのです。

パートナーシップ制度導入の背景
　最近は、事実婚カップルに福利
厚生を提供する企業が増えてきま
した。事実婚にはさまざまなデメ
リットがあるのも事実ですが、こ
れを主体的に選ぶカップルがいま
す。「夫婦である」と二人や周囲が

認識している場合は、住民票に夫
（未届）や妻（未届）と記載すること
ができ、健康保険の被扶養者とし
て認められることもあります。
　しかし、同性カップルには、そ
もそも、そうした「主体的選択」な
どありません。実態としては同じ
でも、事実婚でさえ「男女を前提
としている」と言われてしまい、
異性カップルに認められている福
利厚生が、同性カップルには提供
されないこともあるのです。
　こうした困りごとや生きづらさ
を少しでも解消することを目的
に、各自治体が同性カップルの家
族関係を公的に認めようというの
が「パートナーシップ制度」です。

パートナーシップ制度の意義
　こうした制度によって、パート
ナーが救急搬送された場合も、受
理証明書を提示できれば、家族と
して情報提供してもらえるように
なる、といった変化が期待されま
す。

　もっとも、国が法律で認める「婚
姻」とは全く違うものなので、例
えば相続などの問題は解決しませ
ん。制度を利用することで周囲に
知られてしまうのでは、といった
不安の声もあります。中には、制
度を導入したが、利用するカップ
ルがほとんどいない、という自治
体もあります。
　それでもなお、日常的に差別・
偏見にさらされ、困りごとや生き
づらさを抱えている方たちの問題
を少しでも解消しようという姿勢
を行政が示すことには大きな意義
があります。そもそもマイノリ
ティの話をしているのですから、
数を問題にすべきではないのです
が、例えば、冒頭の二人にはこん
なエピソードもあります。交際
15年目に婚姻届を出しに行った
のですが、法的根拠がないという
理由で不受理になりました。しか
し、区役所の担当者の計らいで「結
婚記念カード」が発行され、それ
がまるで結婚が認められたみたい
で嬉しかったそうです。
　パートナーシップ制度の導入が
最終目標ではないにせよ、「誰ひ
とり取り残さない」社会の実現に
向かって、これでまた一歩前進に
なることを期待しています。

　同居するパートナーが倒れた。救急車で一緒に病院へ。入院手続きを終え
た。しかし血縁者ではないからと、医師は病状を説明してくれない。連れ添っ
て約18年になる同性パートナー、佐藤郁夫さん＝享年61＝を今年1月に病気
で亡くした50代の男性は振り返る。「悔しかった。その後も病院から連絡は
なかった」。最期に立ち会えたのは、交流があった佐藤さんの妹から知らせ
を受けたからだった。（東京新聞／TOKYO Web 2021年10月29日付）

「誰ひとり取り残さない」社会のために
　性科学・ジェンダー研究に取り組まれている東先生に、パートナーシップ
制度の意義や課題について、事例とともにお聞きしました。
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パートナーシップ制度を導入
～ありのままを受け入れる社会に～

問 (市)人権推進課 ☎82－8388
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▼対象（次の要件のほか市が定める全ての要件を満たすこと）
　・二人とも18歳以上である
　・一方か双方が市内在住または転入を予定している
　・ほかの人とパートナーシップ関係にない　など

▼申請方法
　 電子申請または市ホームページにある申請書に必要書類を添
付し、男女共同参画センターへ郵送または持参してください。
問・申請 （市)男女共同参画センター　☎89－2331

関連する
SDGs目標

大阪公立大学大学院大阪公立大学大学院
現代システム科学研究科現代システム科学研究科
教授　東 優子さん教授　東 優子さん

多様な性に関する相談窓口（秘密厳守・匿名相談可）

▼日時　平日　午前9時～午後4時

▼場所　総合隣保館（志染町吉田823）など
　　　　電話相談もできます。

▼相談員　人権擁護委員または市職員
問 (市)人権推進課 ☎82－8388

あなたに
寄り添います！

事例

▲ ホームページ
　はこちら

▲ ホームページ
　はこちら
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